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秦野市多世代交流施設整備基本構想案
に対するご意見・ご提案を募集します。

募集期間　令和７年１０月１７日（金）～１１月１６日（日）



　秦野市では、秦野市多世代交流施設整備基本構想の策定を進めています。
　この基本構想に対して、広く市民の皆様からご意見をいただき、よりよい基本構想とするため、秦野市多世代交流施設整備基本構想案を公表し、ご意見・ご提案を募集します。
提出できる方

①　市内に住所を有する方
②　市内に事務所、事業所等を有する個人又は法人その他の団体
③　市内の事務所、事業所等に勤務する方
④　本市に対して納税義務のある方
⑤　市内の学校に在学する方
提出方法

○　裏面の意見提出用紙又は市ホームページからダウンロードをしてご利用ください。
[image: ]○　住所、氏名、連絡先（電話番号）及び意見を記入し、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、電子申請システムで送付又は、持参してください。
提出先

○　住　所　〒２５７－８５０１　秦野市桜町１－３－２　
秦野駅北口にぎわい創造担当（教育庁舎１階）
○　ＦＡＸ　０４６３－８６－６５６３
  ○　Ｅメール　h-eki@city.hadano.kanagawa.jp電子申請用二次元コード

その他

○　お寄せいただいたご意見に対する市の考え方や、基本構想案への反映内容については、後日、市ホームページで公表します。なお、ご意見などに対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
○　個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、保護・管理し、提出されたご意見などの内容を確認する場合に利用します。
○　ご意見などの概要を公表するときは、個人情報は公開いたしません。

問い合わせ　秦野駅北口にぎわい創造担当
 ☎0463-82-9615 ✉h-eki@city.hadano.kanagawa.jp

	氏名/事業所名/団体名
	

	住所/所在地
	

	連絡先（電話番号）
	


■ご意見・ご提案の内容
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※　住所、氏名、連絡先、意見が記載されている任意の様式でも提出できます。・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。

　また、個人情報は秦野市個人情報保護条例に基づき、厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表するときは、個人情報は公開いたしません。
秦野市では、中・長期的な行政計画を策定するときに、すべての市民が意見を述べる機会を設け、市民に対する説明責任を果たし、市民と行政との協働による開かれた市政の推進を図ることを目的に行っています。

締め切り：令和７年１１月１６日（日）まで
提出先
・住　所　〒２５７－８５０１　秦野市桜町１－３－２　
秦野駅北口にぎわい創造担当（教育庁舎１階）
・ＦＡＸ　  ０４６３－８６－６５６３
  ・Ｅメール　h-eki@city.hadano.kanagawa.jp
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